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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
は
、

２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
び
、
平
成
２４
・
２５
年
度
の
保
険
料
率
と
、

保
険
料
額
の
上
限
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
お
一
人
お
ひ
と
り
の
保
険
料
額

を
お
知
ら
せ
す
る
「
平
成
２４
年
度
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
は
、

７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。
８
月
１
日

か
ら
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
医
療
機

関
の
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
に
応
じ
た
保
険
料
の
軽
減
措
置
に

つ
い
て

　
平
成
２３
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
、
平
成

２４
年
度
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

①
均
等
割
額
の
軽
減

　
平
成
２３
年
中
の
世
帯
（
世
帯
主
と
世
帯

内
の
被
保
険
者
）
の
総
所
得
金
額
等
が
下

表
の
額
以
下
の
方

②
所
得
割
額
の
軽
減

　
総
所
得
金
額
か
ら
基
礎
控
除
額
（
３３
万

円
）
を
差
し
引
い
た
額
が
、
５８
万
円
（
年
金

収
入
の
み
の
場
合
は
２
１
１
万
円
）
以
下

の
方
は
、
所
得
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険
料
の
軽
減

措
置
に
つ
い
て

　
制
度
に
加
入
す
る
直
前
に
被
用
者
保
険

（
全
国
健
康
保
険
協
会
（
旧･

政
府
管
掌

健
康
保
険
）、
健
康
保
険
組
合
、
共
済
組

合
な
ど
）
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
所

得
割
額
は
か
か
ら
ず
、
均
等
割
額
も
９
割

軽
減
さ
れ
、
年
額
４，

６
０
０
円
と
な
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
滝
野
庁
舎
）　
　
４
８
・
３
０
０
４

※総所得金額等とは、収入額から控除額を差し引いた金
額です。ただし、ここでいう控除額とは、公的年金等
控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所
得控除（社会保険料控除、扶養控除など）は含みませ

②均等割額
　４６，００３円

①所得割額
（平成２３年中の総所得金額等※－３３０，０００円)×９．１４％

①＋②　２４年度保険料額
　（最高限度額５５万円）

平成24･25年度 保険料の計算方法

■均等割額の軽減

※本来は７割軽減ですが、経過措置により平成２５年度は８．５割の軽減となります。

　
現
在
お
持
ち
の
タ
ク
シ
ー
券
の
有
効
期
限

は
、
６
月
末
ま
で
で
す
。

　
７
月
以
降
も
タ
ク
シ
ー
券
の
利
用
を
希
望

さ
れ
る
方
や
、
新
た
に
対
象
と
な
ら
れ
た
方

は
、
６
月
２６
日
（火）
以
降
に
交
付
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
者
　

　
加
東
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
市
町
村
民

税
非
課
税
ま
た
は
均
等
割
の
み
課
税
の
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
７５
歳
以
上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
方
　

③
療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
方
　

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方

⑤
６５
歳
以
上
で
高
齢
等
を
理
由
に
運
転
免
許

　
証
を
返
還
さ
れ
た
方
（
運
転
経
歴
証
明
書

　
が
必
要
）

受
付
開
始
　
６
月
２６
日
（火）

利
用
期
間
　

　
７
月
１
日
〜
平
成
２５
年
６
月
３０
日
（
平
成

２３
年
度
分
は
７
月
１
日
以
降
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
）

交
付
枚
数
　
　

　
申
請
月
に
関
係
な
く
５
０
０
円
券
を
３０
枚

（
１
乗
車
に
つ
き
複
数
枚
を
使
用
可
）

申
請
窓
口
　
各
庁
舎
窓
口
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
高
齢
介
護
課

　（
ラ
ポ
ー
ト
や
し
ろ
）

　
　
４
３
・
０
４
４
０

均等割額の軽減措置の対象となる総所得金額等（被保険者＋世帯主）の基準 軽減割合（軽減後の均等割額）

被保険者全員の各所得（年金所得は控除額を８０万円として計算）が０円

基礎控除額（３３万円）以下

「基礎控除額（３３万円）＋２４．５万円×被保険者の数」で算出した額以下
（被保険者である世帯主を除く）

「基礎控除額（３３万円）＋３５万円×被保険者の数」で算出した額以下

　９割軽減（４，６００円）

８．５割軽減（６，９００円）※

　５割軽減（２３，００１円）

　２割軽減（３６，８０２円）

平
成
２４･
２５
年
度
の
保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
７
月
中
旬
に
お
届
け
し
ま
す


